
議案説明資料 

市民交流部国民健康保険課 

議案第２６号 

宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

1 改正の趣旨 

 子育て支援の一環として、子育て世代の経済負担の緩和を図るため、令和 3年 9月の国

民健康保険法施行令の改正で未就学児に係る国民健康法税の被保険者等均等割額の減額措

置が新設され、同措置が令和 4年 4月 1日から施行されることに伴い、本市においても同

日から適用を行うため、宝塚市国民健康保険税条例を改正するもの。 

 

2 改正の内容 

世帯に６歳に達する日以後の最初の３月 31 日以前である被保険者 （以下「未就学

児」という。）がある場合において、当該世帯の世帯主に対して賦課する未就学児の被保

険者均等割額を減額する。 

減額する額は当該年度分の保険税に係る被保険者基礎課税額均等割額及び後期高齢者支

援金等均等割額に 10分の５を乗じて得た額とする。 

なお、低所得者世帯に係る保険税の減額が適用されている場合は、それぞれその減額後

の被保険者均等割額に 10分の５を乗じて得た額とする。 

 

3 改正後の未就学児に適用される軽減額及び均等割額（年額） 

 

 

4 財政支援 

 政令により、当該減額規程による保険税につき減額した額は、一般会計から繰り入れな

ければならない。ただし、2分の 1は国、残る 4分の 1ずつを県と市がそれぞれ負担する

こととなる。 

○基礎課税額均等割額 31,600 円 (単位：円)

7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし

<a>低所得軽減額※ 22,120 15,800 6,320 0

<b>低所得軽減適用後均等割額

(31600-a) 9,480 15,800 25,280 31,600

<c>未就学児軽減額

(b/2) 4,740 7,900 12,640 15,800 →今回の改正で条例に定める額

＜d＞未就学児軽減額適用後均

等割額(b-c) 4,740 7,900 12,640 15,800 →実際に未就学児に係る均等割額

○後期高齢者支援金等均等割額 8,900 円 (単位：円)

7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし

<a>低所得軽減額※ 6,230 4,450 1,780 0

<b>低所得軽減適用後均等割額

(31600-a) 2,670 4,450 7,120 8,900

<c>未就学児軽減額

(b/2) 1,335 2,225 3,560 4,450 →今回の改正で条例に定める額

＜d＞未就学児軽減額適用後均

等割額(b-c) 1,335 2,225 3,560 4,450 →実際に未就学児に係る均等割額

※低所得世帯に対する保険税の均等割額及び平等割額を、世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減を適用する。


